
熱海市社会福祉協議会子育てサロン事業助成金交付要綱  

1. 趣旨

 この要綱は、社会福祉法人熱海市社会福祉協議会（以下、本会という。）が、子育て支援の

ために地域でサロンを運営する団体に対し、活動の継続・発展を支援することを目的に助成金

を交付する。 

2. 助成対象の活動

親子を対象とした子育てサロンであり、熱海市地域サロン登録がされている団体であること。  

   他の本市の補助金（助成金）の交付を受けていないこと。  

3. 助成対象経費

・設立助成：新規にサロンを設置するために必要な初期投資費用として認められるもの。

（サロン設置後概ね 5 年以内とする）

・運営費助成：報償費・旅費・消耗品費・印刷製本費・通信運搬費・保険料・使用料等

・その他会長が認める経費

その年度の予算の範囲内とする。

4. 助成対象事業詳細

区    分  助成対象経費  助成金額等  

(１ ) 設立助成  

拠点改修費  

子育てサロンを安全に実施するために

必要な軽微な工事費など 

備品等購入費  

サロンの円滑な事業運営を図るため、

備品購入費、その他に必要と認められ

る費用など

補助率１０割  

上限５万円  

（1 回のみ）  

(２ ) 運営助成  

報償費―講師謝礼  

旅費―イベント開催時などの交通費  

消耗品費―活動材料購入など 

印刷製本費―資料作成のコピー代等  

通信運搬費―切手やハガキ代など 

保険料―ボランティア・活動保険等  

使用料―会場使用料、各種借用料  

水道光熱費―領収書不要  

1 回 1500 円  

補助率 10 割  

年額上限５万円  

４．事業の実施期間  

助成金交付決定の日から当該年度の末日までとする。  



５．申請について 

①  申請対象期間  

令和７年４月１日（月）から 令和８年３月３１日（月）まで 

 

６．申請・報告及び支払いについて 

① 報告期間（期日厳守）  

 第１回報告（  ４～  ６月分）  令和７年  ６月２７日（金）まで 

 第２回報告（  ７～  ９月分）  令和７年  ９月２６日（月）まで 

 第３回報告（１０～１２月分）  令和７年１２月２６日（金）まで 

 第４回報告（  １～  ３月分）  令和８年  ３月２３日（月）まで 

  

※第４回報告（１～３月分）につきましては、報告期限以降に活動する場合でも、申請書に    

記入し、報告してください。（提出が難しい方は要相談）  

 

② 提出書類  

□１  熱海市社会福祉協議会子育てサロン事業助成金交付申請書（様式第１号）  

 □２  サロン事業開催実績報告書付表（様式第２号）  

 □３  その他必要と認める書類（請求内容の領収書など）  

 

  この要綱は令和 6 年４月 1 日から施行する。 

 

  



様式第１号  

熱海市社会福祉協議会子育てサロン事業助成金交付申請書  

令和   年   月   日  

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会   

会長  櫻井  優  あて 

住 所 

申請者  

氏 名              

連絡先 

助成金の交付を受けたいので、以下のとおり関係書類を添えて申請します。  

１．  サロン名称   

２．  代表者氏名  

３．  実施期間        年    月    日 から 

             年    月    日 まで 

                 

４．  希望する助成（併用可）  

□設立助成                        円（領収書添付）  

□運営費助成                      円（領収書添付）  

□光熱水費など         回  × 1,500 円  =        円  

 

       

 

振 
 

込 
 

先 
金融機関   

銀行  

信用金庫  

農協  

 

本店  

支店  

出張所  

口座種別  普通     当座     その他（       ）  

口 座 番 号 （ 右 詰 めで記

入）  
       

フリガナ  

口座名義   

 

 

 

 

 



様式第２号  

地域サロン事業開催実績報告書付表  

開催日  参加人数  実施内容  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

サロン名称                     


